
 

 

 

 

 

 

 

第７回多摩市都市計画に関する 

基本的な方針改定特別委員会 

（令和５年１０月２０日） 

 

 

 

 

議事日程 

   第１ 署名委員の指名について 

   第２ 都市計画マスタープラン（改定骨子案）について 

   第３ その他 
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都市整備部長  それでは、定刻となりましたので、始めさせていただきたいと思いま

す。 

 都市整備部長の佐藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、第７回多摩市都市計画に関する基本的な方針改定特別委員会

でございます。 

 本日の議事でございますが、案件が３件でございます。資料が１と２、

それから参考資料が１と２でございます。皆様、お持ちでしょうか。最

新版は机上に置かせていただいたものでございます。よろしいですかね。 

 それでは、以降の進行につきまして、中林委員長、どうぞよろしくお

願いいたします。 

中林委員長  皆さん、こんにちは。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、非公開案件もございませんので、多摩市都市計画審議会運

営規則第１２条の規定に基づき、公開としたいと思います。 

 また、傍聴者については、多摩市都市計画審議会の会議の公開に関す

る取扱規定に基づきまして、会場の都合で、本日は先着５名以内とさせ

ていただいております。本日の傍聴希望者はおられますでしょうか。 

事務局  傍聴希望者はございません。 

中林委員長  傍聴希望者はいないということですので、このまま進めたいと思いま

す。公開ですので、議事録については全文公開にするということになり

ます。 

 それでは、ただいまより会議に入りたいと思います。現在の出席委員

は１８名です。委員総数は２２名ですので、過半数の定足数に達してお

ります。 

 これより第７回多摩市都市計画に関する基本的な方針改定特別委員会

を開会したいと思います。 

 １１番、萩原重治委員、１９番、松本真澄委員、２１番、村野章委員

におきましては、本日、都合により欠席との連絡をいただいております。 

 それでは、本日の日程第１、本日の議事録署名委員を指名させていた

だきたいと思います。多摩市都市計画審議会運営規則第１８条第３項の

規定に基づき、１８番、松本暢子委員、２０番、薬袋委員はちょっと遅
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れていますので、２２番、楊光耀委員にお願いしたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。それでは、よろしくお願いいたします。 

 それでは、日程第２、都市計画マスタープラン（改定骨子案）につい

て、事務局より説明をお願いいたします。 

都市計画課長  それでは、よろしくお願いいたします。日程第２、都市計画マスター

プラン（改定骨子案）について、御説明させていただきます。 

 資料１でございます。よろしいでしょうか。 

 では、御説明に入らせていただきますけれども、この改定骨子案につ

きましては、８月１４日の第６回特別委員会で今回の資料２、概要版に

記載の内容について御説明させていただき、多くの御意見を頂戴いたし

ました。御意見ありがとうございました。その後、市の課長級で構成さ

れる改定検討委員会で、特別委員会でいただきました意見などを踏まえ、

まちづくりの方針の内容確認を進めました。１１月に開催する中間報告

説明会でお示しする前の最終段階として、修正すべき点について整理を

してございます。まだ整理し切れていない部分がある中で申し訳ござい

ませんが、本日は、現時点での内容について御報告させていただきます。 

 それでは、こちらの資料１を御覧いただきたいと思います。事前に皆

様にお送りした資料から若干の修正を加えたものがこちらの資料となり

ます。修正した部分につきましては、紫色の字で表記してございます。

図につきましては、どのように修正したのかが分かりにくいため、修正

を加えたところについて、順番に御説明させていただきます。 

 では、３ページを開いていただきたいと思います。多摩市の位置図は、

多摩市の位置を示している図なんですけれども、東京からの距離の落と

し込みのキロ数が誤っていたところを直させていただきました。また、

下の隣接市の状況につきましては、もう少し状況を分かりやすくしよう

ということで、日野市の高幡不動駅から京王動物園線を追加いたしてお

ります。また、立川駅の青梅線をＪＲ線の表記に修正いたしました。 

 続きまして、４ページです。こちらは、大規模盛土造成地マップを１

‐２．地形と自然というところで載せさせていただいております。こち

らにつきましては、庁内の委員会で、盛土について、マイナスイメージ
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がちょっと強いのではないかということで、今後、多摩市の地形と自然

が分かるような写真とか、こちらとは内容を変えたものを示させていた

だきたいと考えてございます。 

 続きまして、６ページになります。下のほうの年齢３区分別人口割合

の推移のグラフですけれども、人口の実数値を追記させていただきまし

た。 

 続きまして、８ページ、（４）地域別の人口構成比について、地域区分

図の地域番号を修正しました。また、グラフを地域ごとに表記しており

ましたけれども、地域別の人口については、地域別生活まちづくりの方

針を記載する際に掲載するため、ここでは既成市街地とニュータウン区

域の人口構成比に変更してお示しするようにいたしました。 

 続きまして、１２ページ、（１）土地・建物利用現況の図面ですけれど

も、こちらは凡例が多く見づらくなっておりましたので、現行都市計画

マスタープランの表記に合わせて修正させていただきました。 

 続きまして、１４ページです。こちらは、用途地域の指定状況につき

まして、記載順や建ぺい率、容積率の表記方法を変更いたしました。ま

た、市街化調整区域も追加しております。 

 続きまして、１５ページです。こちらは、地区計画の指定状況につき

まして、現行都市計画マスタープランと同様の表記とし、図面に番号を

追記しました。 

 続きまして、１６ページです。こちらにつきましては、面的整備事業

の状況についてになりますけれども、地区計画と同様に、図面に番号を

追記させていただきました。 

 続きまして、１８ページ、都市計画道路の図になります。こちらにつ

きましては、幹線道路と特殊街路を区別して表記したというところでご

ざいます。 

 続きまして、２０ページ、（３）広域交通環境について、南多摩尾根幹

線の記載を町田街道までに修正し、ＪＲ相模原線をＪＲ相模線に修正し

ております。また、横浜市営地下鉄の延伸計画があることから、追記を

させていただきました。以上の修正に合わせまして、凡例の修正を行っ
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てございます。こちらは、鉄道の表記が全てＪＲ線の表記となっている

ため、細かな部分はさらに修正を行わせていただく予定です。 

 続きまして、２６ページ、周辺市の都市計画マスタープランの概要に

ついてでございます。各市の都市計画マスタープランの文章を「多摩市

に関わるまちづくりの方針」に変更しております。また、現時点で記載

し切れておりませんけれども、相模原市との関係も記載する必要がある

と考えておりますので、こちらについては、図面の変更と合わせ、追記

させていただきたいと考えております。 

 続きまして、３０ページです。こちらは、まちづくりの将来像の設定

に係る説明文のところでございますけれども、第六次多摩市総合計画基

本構想（案）で、「分野横断的に取り組むべき重点テーマ」の２番目に「健

幸まちづくりの推進」という項目があるんですけれども、その項目がこ

の中のどれに該当するのかというのが分からないというところがありま

したので、それにつきまして水色のマーカーを引かせていただき、分か

りやすく整理させていただいたというところでございます。 

 以上が図などに係る修正箇所でございます。 

 なお、別資料に移りまして、参考資料１、こちらにつきましては、紙

資料を事前に送付できておらず、本日お示しというところで大変恐縮で

ございますけれども、前回の第６回特別委員会までにいただきました御

意見に対して、市としてどのように考え整理したのかについてお示しさ

せていただいたものでございます。 

 こちら、いただきました御意見について、対応したものですとか、参

考意見として扱わせていただいたもの、また今後の検討とさせていただ

いたものなどがございます。今後の検討としましたものにつきましては、

今後行う地域別ワークショップでの検討状況なども踏まえまして、地域

別まちづくりの方針で示していくのか、あるいは都市計画マスタープラ

ンには示さないものの、関連計画に基づいて対応を進めていくとするの

か、あるいは内容によっては、骨子案としてお示ししている市全体に関

わる方針に若干修正を加えるべきなのか、なども整理してまいりたいと

考えてございます。 
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 また、市長をはじめ市役所全庁で、本改定骨子案の方向性につきまし

ては了承いただいたというところでございます。また、今、公表する前

の最終段階というところで、意見照会を市役所庁内のほうにもかけてい

る状況でございます。まだこちらの意見につきましては本日の資料では

反映し切れていないところがございまして、大変申し訳ないのですが、

言い回しなど以外で内容修正を加えたところがございましたら、公表前

に委員の皆様にも共有させていただいた上で、公表させていただきたい

と考えてございます。 

 簡単でございますが、説明は以上でございます。 

中林委員長  説明は以上ということでございます。 

 事前に送ってはいただいたんですが、あまりゆっくり読む時間はなか

ったかもしれないなと思います。今日は議題もこれ１本ですので、残り

の時間で皆さんから承って、次のステップへ進めるようにしたいと思い

ます。御質問、御意見を含めていただければと思いますが、〇〇さん、

どうぞ。 

〇〇委員  〇〇です。資料１の３ページ目の隣接市の状況で、ＪＲ線の表記を変

えたとあったと思うんですけれども、八王子から昭島に向かって延びて

いく八高線がＪＲの表記になっていないので、ここの訂正をしたほうが

いいと思います。 

 以上です。 

都市計画課長  御意見ありがとうございます。こちらについては修正させていただき

たいと思います。申し訳ございません。 

中林委員長  ほかにいかがでしょうか。〇〇委員、どうぞ。 

〇〇委員  ２８ページです。（４）「誰もが安心して暮らせるまちづくり」、この文

章なんですけれども、一番下の「多摩市は、坂や傾斜が多いため」、とあ

りまして、「交通機関の充実など、誰もが安心して暮らせるまちづくりを

進めていく必要があります」と、この文章の意味がよく分からない。む

しろ、「安心して暮らせるまちづくり」と書いてある２行は、「交通機関

の充実」などと言うんであれば、これは（２）の「暮らしやすく、住み

続けられるまちづくり」のほうに持っていくべきです。 
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 さらに、私が作るとしたら、その上の「また、現在の場所で市役所の

建替えが予定されています。」それからずっとありまして、これらにあわ

せて、「誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めていく必要がありま

す」、それだけでもう十分じゃないかなと思います。この最後の２行はこ

の節の中では不要じゃないかなというのが１点。 

 それから、２９ページですけれども、分野横断的に取り組むべき重点

テーマで「環境との共生」とあるんですが、この環境とは何の環境なの

かというのが分からない。あまりにもいろいろな、都市環境もあれば、

自然環境、畑環境、いろいろなものがあるので、これはむしろ、次のペ

ージを見ると、「みどり」のところで「みんなで豊かな自然を育み、守り、

継承する環境と共生したまち」というんであれば、入れるとすれば「自

然環境との共生」というんであれば、まだ分かりやすいのかなと思いま

すし、また別の表現もあるかもしれませんが、「環境との共生」とは、あ

まりにも広い概念過ぎて、ここにはちょっとそぐわないのではないか。

何かもう少し限定したほうがいいのではないかというのが２点目。 

 それから、３６ページの①聖蹟桜ヶ丘駅周辺という中で、丸印２番目

の「駅西側では市街地整備を推進し」という、これは分かるんですけれ

ども、前回、どう表現していいか分かりませんけれども、東側の木造密

集地といってもそれほど大きな木造密集地ではないんですが、古い商店

街がそのまま残っている部分があって、区画整理をやったほうがいいん

ではないか、要するに、聖蹟桜ヶ丘駅の真ん前にああいうものがあるの

に、ずっと手をこまねいているのはよくないのではないかという提案が

〇〇委員からあったと思うんですが、それと全く同じで、今すぐには市

のほうで手をつけることは困難かと思いますけれども、ここは長期計画

ということですので、駅東側のところについて区画整理なり、市街地再

開発なのか、どういう表現がいいのかちょっと考えたんですが、私はう

まく表現できないんですけれども、あの木造密集地について手をつけら

れるような目をここに入れていただきたいなというのが私の意見です。 

 送られてきた資料を読んだ限りでは、以上です。 

中林委員長  分かりました。今のところで事務局側でお答えできること、あるいは
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受け止めること、ちょっとその辺りをお願いします。 

都市計画課長  御意見ありがとうございます。２８ページの４．まちの課題のところ

は、（４）誰もが安心して暮らせるまちづくりというところの最後の２行

については（２）暮らしやすく、住み続けられるまちづくりのほうに入

れておいたほうがいいのではないかというお話、あるいはこちらまで（４）

のところに書く必要はないんじゃないかという御意見だったのかなと思

いますが、そのような認識でよろしいですか。 

〇〇委員  はい。（４）には、「誰もが安心して暮らせるまちづくり」というのは、

最後の行の４行上にも書いてあるんですよね。その段落の上から３行目

で「防災・減災による災害に強いまちづくり」が１点。それから、災害

が発生した後のことについては「事前に被災後の復興まちづくりへの準

備」、この２点が防災のための対策として書いてあって、それによって「誰

もが安心して暮らせるまちづくりを進めていく必要があります」という

フレーズがあるので、それと同じものを最後にまた入れる必要があるの

かというのが一つと、それから「交通機関の充実など」というのがその

対策だとするならば、その対策は（２）のほうに入れるべきではないか

というのが私の意見です。 

都市計画課長  ありがとうございました。今ここで、どのように整理するかというこ

とをすぐにお答えするのは難しいところもございますので、いただいた

ところを改めて考え、整理させていただきたいなと思います。 

 また、２点目の２９ページの第六次多摩市総合計画基本構想（案）の

分野横断的に取り組むべき重点テーマ、「環境との共生」というところの

「環境」が何の環境を示すのか分からない、というお話をいただいたと

ころでございます。この都市計画マスタープラン上の環境というところ

では、３０ページの「みどり」のところに書かせていただいている環境

というところで整理させていただいているところでございます。２９ペ

ージの「環境との共生」というところも、そういうみどり等の環境とい

ったところを示しているものでもございますし、第六次多摩市総合計画

基本構想（案）につきましては、先日の多摩市議会のほうでもこの内容

をもう決定しているところもございます。この内容を修正するというの
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は現時点ではできないという状況になっておりますので、今後について

は、その旨ちょっと御承知おきいただけたらと思います。都市計画マス

タープラン上では、この環境というところは、この３０ページにお示し

したような整理とさせていただきたいと思います。 

 また、３６ページの（１）都市拠点の方針、①聖蹟桜ヶ丘駅周辺の関

係で、聖蹟桜ヶ丘駅東側の木造密集地のところを今後どのようにしてい

くのかといったところは、こちらで記載すべきではないかというお話を

いただいたかと思います。この駅西側のところをここに書かせていただ

いているのは、実際に今、聖蹟桜ヶ丘駅西側地域の地域街づくり協議会

などでいろいろ検討も進んでいるような状況もございますので、ここに

方針として書かせていただいておりますけれども、駅東側のところは、

実際にまだいろいろ動いているという状況もございません。そのような

中では、地域別まちづくりの方針のところでの議論を今後、地域別ワー

クショップなどで進めていく中で、そういったところも課題として記載

していくかどうかというところを整理してまいりたいと考えてございま

す。 

 以上です。 

中林委員長  今の２９ページの第六次多摩市総合計画基本構想（案）は、こういう

ワードが使われてしまっているので、ちょっとこれは受けるしかないか

なと。だから、我々として、都市計画マスタープランのほうで環境とど

うするのかというのは、また別の表現になるかもしれませんということ

かなと思います。 

 では、〇〇委員、総合計画委員会にも出ていただいているんですが。 

〇〇委員  今、〇〇さんからお話があったように、環境という言葉をどう捉える

かというのは、総合計画の委員会や審議会でも同じように出たんですけ

れども、ここで言われる環境というのは、地球環境のこと、あるいは多

摩市のみどりの今言われた自然環境のことも含めて、大きな包括的な意

味合いとして捉えようということにしていますので、これを細かく切り

刻んだどの環境という言い方をしなくて、基本構想自体をなるべくいろ

いろなことを包み込むような形のことを並べていくようにしていますの
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で、という答えの仕方がいいかと思います。これは総合計画の審議会の

ほうで決める事項で、この間、議会の委員会でも承認をもらったという

過程を踏んでおります。 

中林委員長  そういうことだと思います。環境というのは共生するものなのかとい

う議論をし出すとまた大変なので、それにとどめておきたいと思うんで

すが、いろいろな環境があるという中の、全ての環境を大事にしましょ

うと。一人一人の周りに環境があるんですよね。それとの付き合い方を

どうするかという話でもあるんだろうと思いました。ほかに環境はいろ

いろなところで出てきますので、事務局も含め、そういう目で確認して

おいていただきたいなと思います。 

 それでは、〇〇委員、どうぞ。 

〇〇委員  できるだけ分かりやすい資料でありたいなと思いながらいつも資料を

読ませていただいているんですが、まだ時間があるので、これから時間

をかけて修正していただければいいと思いますが、どうも腑に落ちない

といいますか、分かりにくいなと思うのが、「にぎわいづくりの方針」と

いう言葉なんです。これが都市構造の中の最初に来るんです。書かれて

いる内容を読んでみると、土地利用の方針なんです。それらを全てひっ

くるめて「にぎわいづくりの方針」と総称しているところに、そもそも

ちょっと違和感があるんです。もちろん、「にぎわいづくり」はまちづく

りの一つのテーマではあるんですが、例えば閑静な住宅地に「にぎわい

づくり」という一言でくくられてしまっていいのかなという、そもそも

の疑問がありますので、そこの言葉遣いが気になります。「にぎわいづく

り」は、土地利用の方針の中で語られてもいいと思いますが、「にぎわい

づくり」を一生懸命頑張るところはむしろ拠点地区ですとか、都市軸、

沿道です。そこで頑張るテーマであるのに、閑静な住宅地で「にぎわい

づくり」というのはちょっとなじみにくいなと感じるので、言葉遣いに

少し留意していただけるといいかなと思います。 

 だから、結論的に私の案を言うと、将来都市構造を実現するために土

地利用をこうやりますということで、にぎわいづくりの方針は土地利用

の方針でいいのではないかと単純に思いました。これは事前にメールで
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もお伝えしているところなんですが、そのように整理していくと、将来

都市構造図とにぎわいづくりの方針図では何が違うかとよく見ると、水

とみどりのネットワークがあるかないかの違いだけなんです。これは両

方載せる必要がそもそもあるのか。将来都市構造図とにぎわいづくりの

方針図にそんなに差がないんだったら、何かおかしいところがあるんだ

と思うんですよね。例えばですけれども、将来都市構造図はもっと抽象

化して、大事なところに限定して表現すべきではないのかとか、将来都

市構造図とにぎわいづくりの方針図で示そうとしている図面の内容が同

じなんであれば、一番手っ取り早いのはどっちかをやめてしまってもい

いんじゃないかと思います。 

 一般市民の方がこれを読んだときにすっと腑に落ちるような資料にな

っているかどうかと考えると、もうちょっと頑張って整理していただい

たほうがいいかなと思うところが多々あります。 

 ついでに言うと、それぞれの分野別の方針の頭に必ず課題が書かれて

いるんです。一言で、ちょっと乱暴な言葉で言うと、かったるいんです。

課題は、最初の第１章、現状と課題のところでちゃんと章を起こされて

いるので、そこでまとめて語られればいいかなと思います。大きい課題

から小さい課題まであるので、少しそこは整理して、根幹をなす課題と

か、分野別の課題、多摩市の現状はこうですよ、それを将来、これから

社会環境がこのように変化するので、多摩市の現状に照らすと、こうい

うところが課題になりますね、というところをまとめてバーンと頭で言

ってしまって、まちづくりの方針のところは、粛々と目指すべき将来都

市構造図を実現するために、こういう方針に基づいて、今後２０年かけ

てまちづくりに取り組んでいきますという書き方になっていたほうが、

冒頭１章で課題を述べて、また各論で課題を述べてと、ちょっとしつこ

いというか、そんな気がするので、そこをもうちょっと整理していただ

けると、シンプルで分かりやすい資料になるのかなと思いました。 

 以上でございます。 

〇〇委員  関連で。 

中林委員長  どうぞ。 
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〇〇委員  私も大きくは２つぐらいあるんですけれども、まず一つは、まさにそ

ういうことで、一体ここに何を書くべきかということをしっかり吟味し

てほしいなと思います。特に後ろのほうの方針図のところ、図面がちょ

っと雑だなと、そういうことを思ってしまうんですけれども、この会に

はプロフェッショナルな人がいて、いろいろ注文がうるさくて申し訳な

いんですけれども、最後の方針図のアウトプットのところに「現況図」

と書いてあるんです。ここは現況図でなくて、方針図を書くべきところ

なので、そういうことを整理してほしいと思います。 

 それと、前にも申し上げたんですけれども、多摩市はもう都市計画が

相当進んでいて、出来上がっているものが大半なんですよね。できてい

ないところを明示してほしいといったことが、反映できている部分とで

きていない部分があるんです。公園で、桜ヶ丘公園が未完であるとか、

そのようなことがよく分からない感じなんです。そういうことを少しき

ちんとしてください。 

 色なども、どっちが上に来るかとか下に来るかということでも結構お

かしなところがあるんです。隠れてしまっているとか、色を上にかけた

から違う色に見えてしまうということもあるので、結構混乱してしまう

ので、色の使い方はプロの人がいらっしゃるので私は言いませんが、ち

ょっとそういうところがあります。 

 もう一つ、細々したことなんですけれども、大きな方針に関わるので

申し上げますと、最初のほうの話で、現行の制度なんですけれども、用

途地域だと言っている部分があるんですけれども、多摩市の用途地域の

面積の住居系が多いなどというのは大事なことではないんですよね。だ

から何を書くべきか、というと、多摩市には特別用途地区があるんです

よね。その特別用途地区のことをまず言わないといけないんです。特別

工業地区はそこら中にあるけれども、多摩市にはほかにないような特別

業務地区があったり、特別産業地区という特別用途地区を持っているん

ですが、それに一言も触れていない。そんな大事な、世にもまれな用途

の話には触れられていないということがあるので、そういうことに触れ

て、なぜそういうものがあるんだということを書いておくのがここでは
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ないのかと思います。 

 それから、地区計画のところですけれども、この地区計画というのは、

制度ができる前からいろいろなことが行われていて、現在の多摩市の地

区計画の大半は他の制度から変更されて地区計画になっているんです。

一番大きい地域計画の変更になったのは、永山の一団地の住宅施設をか

けたところを地区計画に変更したんですね。それからもう一つは、大量

の建築協定をかけました。建築協定は都市計画ではないと言い張るかも

しれないんですけれども、大量の建築協定をかけたのを地区計画に変更

したんです。そういうことは書いていないとまずいんではないですかな

どということを思いました。 

 それから、上位計画によるまちづくりの話なんですけれども、東京都

の「都市づくりのグランドデザイン」の話から入るんですけれども、こ

ういうものを引っ張ってきたら、多摩市のことについて何かと書いてほ

しいんですよね。このグランドデザインの内容を知りたいわけではなく

て、そこで多摩市のことに対して何と言っているかを書いてほしいとい

うことです。 

 そのことと同じことが「多摩部１９都市計画 都市計画区域の整備、開

発及び保全の方針」のところにあって、これも図は大したことがなかっ

たんですけれども、すごく大事なことが書いてあったんです。私もびっ

くりしたんですけれども、ここに中核的な拠点は多摩ニュータウン（多

摩センター、永山）だと書いてあるんです。それで、地域の拠点が聖蹟

桜ヶ丘だと書いてあるんですよ。つまり、こんな大事なことがこういう

ところに書かれていて、こういうことを都市計画マスタープランのどこ

かに受けているのかということが気になります。 

 それから、さらにその次、「都市再開発の方針」とあって、これは何も

書いていないんだけれども、私は調べてみたら、再開発の方針では多摩

市の中には、１番、永山、２番、多摩センター、３番に唐木田が入って、

４番目に聖蹟桜ヶ丘になっているんですよね。再開発の方針で触れてい

る唐木田に触れなくていいのかと、ちょっとここでそう思ってきました。

ということがあって、これを私は初めて見たんだけれども、何かそうい
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うことはきちんと押さえて語ってほしいなと思います。だから、語るべ

きことが何であるかということをしっかり触れた形の都市計画マスター

プランにしてほしいと思います。 

 以上です。 

中林委員長  ありがとうございます。全体の構成の流れで、先ほど〇〇委員からお

話があったように、課題というものが次々と出てくるんだけれども、ち

ょっと課題のフェーズが変わっているんですね。後半は細かい課題がた

くさん出てきて、最初のほうは割とざっくりなんですが、例えば、１‐

６．土地利用のところは課題は何もなくて、現況だけが書いてあるんで

すよね。そういう意味では、土地利用の現状と課題というのが全体のタ

イトルなんだけれども、現状だけで課題が全然書いていないということ

も含めて、もう一度、大きな構成に合わせてちょっと入れ替えることで、

誤解等がなく読めるようにしてはどうかというのが、一つ目の御指摘だ

ったかなと思いました。 

 それから、〇〇委員も含めてのお話なんですが、図を全部繰っていく

と、この方針図に相当するのは、３のまちづくり方針のところのそれぞ

れの後ろに図が出てくるんですが、最初に出てくるのが４１ページ。こ

こはタイトルが「にぎわいづくりの方針図」になっているんですね。こ

れは、実はその前の３３ページにある将来都市構造図と似ているようで

違うんですが、３３ページは水とみどりのネットワークを入れていて、

水とみどりのネットワークを外した図が４１ページに載っているんです

けれども、強いて言うと「にぎわいづくりの方針」で一番大事なのは３

つの拠点と２つの軸ですということだと思うので、もうちょっと下図を

簡素にして、にぎわいをつくる拠点のところがクローズアップされてい

るような図のほうがいいのかもしれない、などということを何となく、

思いました。 

 あと、確かに〇〇委員がおっしゃるように実は全部、現況図というこ

とになっていて、４８ページも「都市基盤ネットワークの現況図」。だけ

れども、このタイトルは「都市基盤ネットワークの方針」ということな

ので、方針を全部できるかどうかというあたりがかなり課題としてある
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のかもしれませんが、やはり方針の中に「現況図」はふさわしくなく、

少なくともタイトルとして「方針図」でないと、方針に載せる意味がな

いだろうということではあるのかなと思いました。 

 それから、５８ページのほうも「安全・安心の現況図」ということに

なっているんですけれども、これもやはり「安全・安心のまちづくりの

方針」ということであれば、「方針図」になるんだろうという気もします。 

 ただ、これの本文に相当するものがどこにあるのかなというと、５３

ページから始まる頭のほうが「災害に強いまちづくりの推進」というこ

とで、ここに書いてある内容は実は現況なんですよね。現在、緊急輸送

道路に指定されています、それから安全のための危険の現状というのが

このようになっていますということなので、方針のところに現況図とい

うことで考えると、６３ページもですが、図の載せ方と、それからタイ

トルの表記の仕方。なぜここで現況を載せて、その方針を書くのか。現

況図であれば、むしろ結論的に後ろではなくて前に載せておいて、こう

いう現況に対してこんなまちづくり方針でありますと、ちょっと絵は描

けなくても、そういう方針を示したほうが、読む側には理解しやすいの

かなということであろうかと、そういう御指摘であったんではないかな

と思います。ちょっと御検討ください。 

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

〇〇委員  交通の部分ですけれども、本当に通り一遍の都市計画道路と鉄道の路

線だけ書いてあって、２８ページでほんの僅かだけ「先端技術を活用し

た交通機関の充実」あたりが書いてあるんですけれども、本来、環境的

な面から、ＣＯ２をいかに減らすかというところで、自動車から公共交通

への大転換を図らなくてはいけないということがここ何十年かずっと言

われているということが一言も言われていないので、それが大きな心配

事の一つです。 

 ２つ目は、人々のモビリティを守るということで、交通機関を整備す

ることではなくて、サービス水準を高くするとか、あるいは新たな交通

手段が今あちこちで出ています。具体的には、グリーンスローモビリテ

ィという５～６人乗りの電気自動車で移動していくという、八王子市で
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もやっていると思うんですが、そういうものとか、それからライドシェ

アというのが今、新聞をにぎわせていますけれども、こういう民間の力

を借りた新しい交通システムは、日本では禁止していたので、５年ぐら

いはお目見えしておらず、タクシーだけがあるんです。それからキック

ボードなどが新たに出てきていますので、そういうものを今後どう位置

づけるかというところも本当は交通計画で別途やらないといけないよう

な重要な課題なので、そこにつながるような言葉が書かれているといい

なと思います。 

 交通計画の中では、もう「交通機関」という言葉があまり出てこなく

て、「モビリティの確保」のほうが重要だろうと思うんです。市民に役に

立つことは「モビリティの確保」ですから、「モビリティの確保」をいか

に進めるかというのと、いかに環境負荷の少ない交通手段に変えていく

かというそのロジックはどこかで出しておいていただくと、次に交通計

画をやるときに、都市計画マスタープランでこう書かれていた、という

ことがあるので、前に進められると思うんですが、その文面が今ないと

いうのがちょっと残念でならないというところです。 

 以上です。 

中林委員長  御意見ということで、よろしいですか。 

都市計画課長  御意見ありがとうございます。ただいま〇〇委員からいただきました

御意見につきましては、２０年後を目指す都市計画マスタープランとし

ては、モビリティなども今いろいろ出てきているところもあるので、交

通技術的なところがこの書き方だけではちょっと足りないんではないか

という話が、市長をはじめとした庁内の部長級の会議のほうでも意見と

して出てございました。そのようなところもございましたので、それに

ついては少し修正を加えたいと考えているところでございます。御意見

ありがとうございます。 

中林委員長  ほかにいかがでしょうか。では、〇〇委員、それから〇〇委員、どう

ぞ。 

〇〇委員    ２つありまして、１つは、私も一応住宅のことをやっているので、住

宅についてのいろいろな記述がどうなのかなというのを見ていきますと、
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何となく、間違いではないけれども、的確に多摩市のことで書かれてい

るのかなということとか、例えばここで言うと、５９ページに「生活環

境づくりの方針」ということで「良好な住宅地の形成」となっているん

ですが、形成なのかなと。今、実際、住宅地というのがあるわけで、そ

こをどうしていくのかという観点で書くべきであって、形成というので

始まって、課題というのも、間違っているわけではないんでしょうけれ

ども、何となく、どうなのかなとちょっと思ったりしております。 

 ６０ページだと４つ挙がっていまして、「良好な住環境の保全」と「良

質な住宅ストックの形成」、間違っているわけではないけれども、もうち

ょっと多摩市のこととして書くべきことというのを分かって書いてほし

いなというか、例えば場所とか、どういうことかということが分かるよ

うなことがあっていいんじゃないかなと思いました。 

 ３８ページからの、「にぎわいづくりを支える土地利用の方針」のとこ

ろにも「低層住宅地」や「中低層住宅地」というものがあるんですが、

そこにも団地の話や、百草団地のことがちょっとだけ書いてあるんです

が、何となくそこがふわっとしていて、例えば今マンションの管理適正

化などということが大きな問題になっている中で、これから２０年の間

に多摩市内の分譲集合住宅というのは大問題になるわけで、そこはさっ

きの「生活環境づくりの方針」の中でかなり注目して書いておくべきも

のだと思うんですが、そこについて、さらっとは書いてありますが、本

当に問題として考えておかなければいけないことではないかなと思った

りしました。「リフォーム」と簡単に書いてあって、大規模修繕など、リ

フォームしながら長く住み続けるということなのかなと読んだのですが、

そういうことに対しての書き込みがもうちょっと適切に、かつ市民の人

に、これはそのことだと分かってほしいんですね。何となく書いてある

けれども、とならないでほしいというのが１つ目です。 

 あと、２つ目の話なんですが、２６ページに、概要として周辺市の都

市計画マスタープランがどうなっているかというのを書いていらっしゃ

います。一つずつ見ると、どうして多摩市に関係があるのかなというこ

とも書いてあります。これをどのように、多摩市の都市計画マスタープ
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ランの中で関連を考えて引き受けていくか。百草団地については「調整

していきます」と若干書いてあるんだけれども、それ以外のところでも

関係しているものがあるはずなんだけれども、紹介しましたというので

終わっているんです。市民のほうから見ると、紹介して、それはどうな

んだということを理解できるように、なぜあそこにその周辺市のことが

書いてあるのかとか、周辺市との関係で多摩市はどのようにするのかと

か、何かそういうことが伝わるように書いてくださっていないと、あそ

こに紹介してありますということにすぎないので、その辺りをどのよう

に受け止めて、ちゃんと書いてあるのか、百草団地はちょっと読み取れ

たんですが、その他もろもろは、例えばみどりと水などは、稲城市だと

「緑の環」と書いてしまっているんですが、そこと多摩市の関係の中で、

稲城市側なのか分からないけれども、多摩市が外側のみどりとどのよう

に関係を持つのかなとか、そういうところまで書いてほしいなという気

がいたしました。 

 以上です。 

中林委員長  分かりました。というか、御意見として。 

 〇〇委員、どうぞ。 

〇〇委員  私も、どう直すということはなくて意見なんですけれども、まず２８

ページに「整備された公園」と書いてあって、都市農地を継承したいと

あるんですが、今ある農地はほとんど既存地区ですとか土地区画整理事

業の辺りで、多摩ニュータウン地域といっても、豊ヶ丘の大々的に開発

されたところには都市農地が全くない状況です。結構、市民は、町田市

の畑に行って耕したりしているので、もっと積極的に農地を増やすとい

う点も書いたらどうかなと思いました。というのは、２０２７年に恵泉

女学園大学が閉学すると、あそこに広大な有機の畑が残されているので、

その畑を買うかどうかは分からないけれども、取り入れるということも

考えたらどうかなと思いました。 

 尾根幹線の多摩市側については、いろいろあるんですけれども、町田

市側の整備というのが取り残されていて、旧統一協会の問題が起きてし

まったりするんですけれども、もうちょっと町田市との境のみどりのこ
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とも書いてほしいと思います。 

 それから、３９ページに商業系のことが書いてあるんですが、実はこ

の資料の中に近隣センターのことが一切触れられていないんです。歩行

者ネットワークとか、それから福祉のまちづくりとかというと、商店街

というのは、スーパーなどがあって、いろいろな物があるし、皆が行き

慣れているし、緑道のネットワークにありますので、近隣センターの章

というものも作っていただけたらどうかなと思いました。 

 それから、自転車ネットワークについては随分きちんと書いているん

ですけれども、車道沿いの自転車道の整備と、自転車歩行者専用道路と

いうものの問題というのが実は全然違って、車道の横の自転車道という

のは、尾根幹線などを通ってみると分かるんですけれども、ガードレー

ルがめちゃくちゃなんです。そこから自転車歩行者専用道路に上ってく

る上り方というのが、今は一体どうやったら上に行けるのかわからない

というところもあるので、その辺りをもう少し整理していただければと

思います。 

 それと、先ほど〇〇委員が「にぎわい」が何なんだろうという話をな

さっていたんですけれども、６１ページに、駅周辺ではにぎわいや風格

のある景観、と書いてあるんですけれども、多摩センターの問題点とし

て、住宅地と商業地とが混在しているので、それをもうちょっとコント

ロールしないといけないといったことがあるので、それはいいんですけ

れども、京王プラザホテルがなくなったり、多摩美術大学の美術館がな

くなったりしている状況の中で、多摩センターというのは「にぎわいや

風格」というのが、アイデアはないんですけれども、何が欲しいかとい

うことを書いてほしいと思いました。 

 以上です。 

中林委員長  ありがとうございます。御意見で承っておくことにさせてください。 

 ほかはよろしいでしょうか。どうぞ。 

西浦副委員長  先ほどの〇〇先生のお話の周辺市の都市計画マスタープラン云々とい

うのは、２０ページの広域交通環境の図面がありますから、これと合わ

せて図面で表したらどうかなと思います。周辺の状況を調べていただい
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て、大変よくポイントを整理されていると思うんですが、ほとんど交通

機関の話なので、これに合わせて書いていただければ、尾根幹線もそう

だし、リニア中央新幹線が走っているのもそうだし、モノレールのライ

ンも入っているので、周辺市の都市計画マスタープランで描いている土

地利用の話までここに入れると、その範疇を超える可能性があるのです

が、相模原市も入っているので、つながりをどうするかということです

よね。相模原市だと多分、多摩市の都市計画マスタープランに影響して

くるのは、今３分の１返ってきている補給廠の利用の話が尾根幹線の土

地利用変更に影響してくるので、それがどのようになるかというと、今

検討中ですけれども、そういうことですよね。 

 橋本駅の区画整理については、あまり研究してもまだまだ先のことな

ので、リニア中央新幹線の駅工事をしているということでいいと思うん

です。なので、分かりやすく書くとすると、広域交通の図と一緒にする

と、それぞれ細かく文章で書いていただくのもいいと思うんですが、よ

り分かりやすいんじゃないかなと思いましたので、御検討ください。 

 以上です。 

中林委員長  ありがとうございます。周辺都市の都市計画マスタープランというの

は、将来像と方針というところを書き出して、２６ページにあるんです

が、これに広域交通の図が入ると、隣接市で書かれている内容がより理

解できるのではないかという提案でした。確かにそうで、２０ページの

後に入れることで、見開きになれば、確かにこの広域交通の図を見なが

ら、尾根幹線でまちがどうつながるかを見て、それによって稲城市と多

摩市あるいは多摩市と町田市あるいは相模原市というところの関係性が

出てくるのかなと、そのように読み取れるというアドバイスだったわけ

です。御検討ください。そのほうが確かに分かりやすいかなと思いまし

た。 

 ほかにはいかがでしょうか。どうぞ、〇〇さん。 

〇〇委員  ３８ページから４１ページの「にぎわいづくり」で、さっきから「に

ぎわい」の話が議論に上がっていますが、３９ページにそれぞれの駅の

周辺の方針とかについて書かれていると思うんですけれども、さっき〇
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〇委員から「にぎわいとは何か」という話があったと思うんですけれど

も、ここをよく読むと、「にぎわい」と言いつつも、出てくる言葉が「商

業」だったり「業務」だったり、あと「産業」だったりと、どれもすご

く似ているような漠然とした用語の使い方で、唯一、唐木田駅の周りで

は、業務、スポーツ、交流、教育、情報などと、一応娯楽に当たるのか

なと思うんですけれども、この駅の周りとか、駅周辺の地域特性を活か

して、という書き方もされているんですけれども、周辺とか地域特性に

合わせてと、何かこれも抽象的に書いてしまっているので、もうちょっ

とここも踏み込んで、例えば多摩センターだったら、家族連れ、子供連

れが多いので、子育て家庭に配慮したとか、文化施設が多いので、そう

いった文化娯楽的なものに合わせた商業や業務等、具体的に踏み込んで

書かれたほうがいいのかなと思いました。そうでないと、今だと、単に

「にぎわい」というのが何か、商業・産業・業務の３つで、これはどこ

でも成立し得るんじゃないかというワードだと思うので、もうちょっと

ここも踏み込んで、例えば文教地区とか、文化地域とか、娯楽地域とか、

自然系とか、聖蹟桜ヶ丘であれば、かわまちのことも書いたりとかと踏

み込んだほうがいいのかなと思います。 

 以上です。 

中林委員長  ほかはいかがでしょうか。どうぞ、〇〇委員。 

〇〇委員  ちょっと私は皆さんと違う見方をしているんですけれども、資料１の

１ページの下のほうの図面なんですけれども、東京都に関しましては、

区域マスと言われる都市計画区域マスタープランとの連携に関しては確

実になされた書きぶりをされていて、その上の都市づくりのグランドデ

ザインというのはかなり風呂敷を広げた計画なんですけれども、それは

ともかく、少なくとも東京都の都市計画区域マスタープランというもの

に関しては、かなり連携してちゃんとやられているかと思います。 

 そして、皆さんがお話しされている中で注意したほうがいいかなと思

ったのは、都市計画マスタープランの下に、交通マスタープランとか、

地域公共交通再編成実施計画とか、住宅マスタープランとか、道路整備

計画と来るわけですけれども、その交通の施策とか住宅マスタープラン
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は、先ほど２人の先生方がお話しされましたけれども、それをされると

きに大きな方向として間違えてはいけないようなことを都市計画マスタ

ープランで大きく述べるのが筋だと思って、先ほど来、どこまで踏み込

んで書くかというのは、総合計画をやっていてもそうなんですけれども、

非常に難しくて、踏み込むとすごく分かりやすくなるんだけれども、で

もなるべく包括的な形で計画を書いたほうがいいということになってく

ると、都市計画マスタープランの中の地域別生活まちづくりの方針の上

に書いてある、今討議していることというのは、ある意味、非常にざっ

くりとした書き方になるので、この形のことの、先ほど言った交通マス

タープランとか住宅マスタープランみたいなものがこの中で間違いなく

導かれれば、今ある交通マスタープランとか住宅マスタープランとか環

境基本計画で欠落しているようなことがあってはいけないので、それを

都市計画マスタープランで少し述べるというスタンスであるべきかなと

思っております。 

 意見といいますか、都市計画マスタープランづくりに当たってのスタ

ンスというもののお話をしました。 

中林委員長  どうぞ、〇〇委員。 

〇〇委員  〇〇でございます。いろいろな表とか表現については、各専門家の方

がそれぞれ、御指摘なさったとおりだろうと思いますが、多摩市と同じ

ようなニュータウンと既成市街地を抱えたモデルというと、稲城市がご

ざいます。稲城市も、ニュータウン最後の開発でしたが、ニュータウン

が開発されたときに、既成市街地のほうはどうしてくれるんだという不

満は正直ありました。そのときに、既成市街地のほうは、南武線の連続

立体交差で３駅周辺を区画整理をもって開発するということで石川前市

長が計画して、既成市街地も動くなという夢がありました。 

 これは大きい方針ですから、都市計画についてはそれぞれの書きよう

もあろうと思うんですが、多摩市のほうも、今後、５地域の中で、１・

２・３ブロック、既成市街地の中で、大きいプロジェクトを組めと言っ

てもなかなか財政的な問題などがあってすぐには難しいとは思いますが、

既成市街地も、まちがそれぞれ何か動くぞと、先ほど先生が言いました
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けれども、新しい交通手段が導入されるよとか、いろいろな施設はでき

ないかもしれないけれども、新しい開発が行われ、２０年の間にまちが

動くぞという期待が持てれば、非常にいいまとまりというか、既成市街

地の方たちも安心すると思うんです。ですから、今後、地域ごとの方針

を定める際には、ちょっとその辺についても御留意願いたいと思います。 

 意見です。 

中林委員長  ありがとうございます。今の〇〇委員の意見というのは、私はずっと

この特別委員会が始まる前から思っていたことで、人口の７割は確かに

多摩ニュータウン区域に住んでいるんだけれども、面積でいうと、半々

ぐらいか、既成市街地のほうが広いかもしれません。少なくとも新住法

のエリアは半分以下ですよね。区画整理を入れて半分ぐらいになるかと

いうことで、多分、多摩ニュータウン区域の人口の７割の中には、区画

整理も入れても７割だと思うんです。そうすると、大体面積は半々で、

人口は７割多摩ニュータウン区域にいる。平均値で都市計画マスタープ

ランを書いてしまうと、全部多摩ニュータウン区域前提の話で、整備さ

れたインフラをいかに保全するかという話だけれども、既成市街地のほ

うはやらなければいけないインフラ整備がまだあるのではないかという

ところが抜けてしまうから、前回の都市計画マスタープランを今回、こ

れから高齢社会に向かっていくという大きい社会の曲がり角なので、ぜ

ひ、踏襲するのではなくて、今変えなければいけないことというのは、

もう一度多摩ニュータウン区域の意味と既成市街地の意味を考え直して

みる機会にしたいなということです。地域の見直しについても、多摩ニ

ュータウン区域と既成市街地を地域別のところでなるべくかぶらないよ

うにして、それぞれの地域ごとにデータベースというか、人口の問題も

そうだし、インフラの整備状況も違うはずなので、そういうことをクロ

ーズアップしていきたいなという、それに基づいて何をするかというこ

とを書きたいなとずっと思ってきました。 

 今日のデータでいうと人口のところですが、８ページのところの下の

図、地域別人口構成比ということですが、これは、濃い色が既成市街地

の男性・女性で、薄い色がニュータウン区域の男性・女性。ちょっと語
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弊がある言い方ですが、実はニュータウンというのは、おばあさんのま

ちになってしまっているんですよね、圧倒的に。既成市街地のほうが、

人口構成で見ると、若い人が結構いる。そういう既成市街地で、若い人

の生活スタイルに合うようなインフラが、この上の地域区分図でいうと、

①、②、③というところを中心にちゃんと整備されているのか。そうい

う目で見て、それぞれの方針とか項目を、「極端に言うと、こうしたかっ

たな」と、もっとはっきりどんどん言っておくべきだったなと反省して

いるんですが、例えば「にぎわいづくりの方針」というので、聖蹟桜ヶ

丘駅、これは既成市街地にあるにぎわいの拠点なんです。何が一番必要

かというと、要するに駅前広場がないんだけれども、いいんですかと。

タクシーに乗るにもバスに乗るにも、駅前広場があれば、かなり、にぎ

わいづくりにつながります。 

一方、多摩センター駅の駅前広場は逆に駅前広場が大き過ぎてという

のか、活用されていないほどあるので、それをどうするか。真逆にある

のが聖蹟桜ヶ丘駅なので、そういった点を前提に考えると、２０年でで

きるかどうかは分かりませんが、例えば、一つの事例ですけれども、３

６ページの都市拠点の方針の聖蹟桜ヶ丘駅周辺のところに、今、若者の

利用者も多いということなんですけれども、駅周辺の市街地の話はある

んだけれども、駅前広場ということはよく分からなくて、駅周辺のイン

フラは今のままでいいのかどうかということが何か、３つ目の丸という

ところが、交通インフラネットワークと言っているんですけれども、そ

れで見ると、永山駅周辺とか多摩センター駅周辺とは全く違うにぎわい

の空間構造になっているということをもうちょっとちゃんとイメージし

た上で、課題を出し、あるいはそれに対して方針を示していきたいなと、

最後のチャンスなので、改めて思っているところです。そういう意味で

は、聖蹟桜ヶ丘駅周辺の下２つの項目は多摩ニュータウン区域の中のに

ぎわいの拠点という内容になるかと思います。 

 それから、軸で言うと、多摩ニュータウン通り軸というものが多摩ニ

ュータウン区域と既成市街地をつなぐ交通動線でもあるんですけれども、

この軸で、これをどのように位置づけていくか。何かあまりやることは
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ないからというので、すらっとした書き方になっているんだけれども、

本当にやることがないのかなというのは、この後、市民ワークショップ

等をやっていく上で、ニュータウン通りはどうあったらいいのかという

のは、やはり市民の皆さんの意見もしっかり聞いていただきたいなと思

います。 

 （３）南多摩尾根幹線軸は、いわゆる新住法の中に抜ける幹線ですの

で、市民の方がどうこう言う前に、多分これは今やっているように、行

政がかなりいい意味でのリーダーシップを持って、どのようにつくって

いくかというところが軸になった展開なのではないかなと思います。 

 そのように、多摩市には既成市街地と多摩ニュータウン区域が常に多

摩市を考える背景にあります。多摩ニュータウン区域の中は、これから

１０年、２０年、どういうまちづくりが必要なのか、インフラを造るの

ではなくて、いかにインフラを改善するか、それを維持するかという問

題です。既成市街地のほうは、まだ必要な、造らなければいけないイン

フラがあるとしたら、何を造らなければいけないのか、どういう改善を

しなければいけないのかというのは、多摩ユータウン区域と同じではな

いんだろうということを少し意識してまとめてほしい。ほかの、みどり

とかにぎわいもそうですが、その次の都市基盤ネットワークというのも

多摩ニュータウン区域と既成市街地では全く違うはずなので、そこのと

ころがもう少しめり張りがあって、それぞれの地域の人が読んで、「これ

は既成市街地のことを言っているんだ」、「これは多摩ニュータウン区域

のことを言っているんだ」ということが分かるほうが、自分事として市

民に都市計画マスタープランを捉えてもらう上では非常に大事な配慮か

なということです。 

 水・みどりも同じですし、その後の安全・安心のまちづくりという防

災の問題も、ある意味では、多摩ニュータウン区域の安全・安心の問題

と既成市街地の安全・安心の問題は違うんですということを考えていか

なければいけないなと思っているということです。 

 特に５５ページのところに、初めて事前復興まちづくりということで、

防災というのは、災害が起きる前に災害を防ぐ取組、現在あるまちの課
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題をいかに改善しておくかというものですが、事前復興まちづくりとい

うのは、今の状態で被災したときにどんな復興を目指さなければいけな

いのか、それを今から少し考えて、言わば市民と協議して備えておきま

しょうという取り組みです。そこで議論したまちづくりビジョンはひょ

っとしたら長期的なまちづくりの方針なのかもしれません。それで言う

と、この事前復興まちづくりの検討というところは、１行しか書かれて

いないんですけれども、多摩ニュータウン区域は、インフラについては

復興しません、復旧だけです。被災したら、今のインフラをいかに早く

元に戻して使えるようにするか。また、集合住宅に被災がかなり出る可

能性もあって、そういう意味では集合住宅の再建というのが起きてくる

かもしれない。 

 ところが、既成市街地は、先ほど聖蹟桜ヶ丘駅の西・東側密集市街地

という話がありましたが、あそこで火災が起こって、４０軒、５０軒、

１５０軒と燃えると、糸魚川大火並みの規模なんです。そうすると、被

災後の復興まちづくりで区画整理でどのような基盤整備をするか、それ

を周辺のまちにどうつなぐか、そんなことを検討しなければいけない。

事前復興まちづくりとしては何も書いていないんですけれども、被災後

に目指すべきまちづくり像と、そのまちづくりの進め方などを書いてお

く。事前に検討しておく復興の方向は確実に、多摩ニュータウン区域の

事前復興と既成市街地の事前復興の課題も内容も違うんだということを

前提にしないと、何も書けないのではないかななどということを思って

います。 

全体を通して、ぜひ多摩ニュータウン区域と既成市街地というところ

の特性を踏まえて、文書を新しく作るというよりも、書かれていること

を前提に、その２つの軸で地域に分けて整理していただくことで大分見

やすくなるかなと思います。多摩ニュータウン区域の人は多分、多摩ニ

ュータウン区域がどうなるかが分かるし、既成市街地の方は既成市街地

がどうなるかが分かるんだけれども、今のままだと、最初に〇〇委員か

らお話があったように、既成市街地の方は、骨子案を見て、「何か違うな、

自分のまちの話じゃないな」と思ってしまう可能性があるし、多摩ニュ
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ータウン区域の方は、割とさらっと「そうね」と思ってしまうかもしれ

ない。つまり、内容の７割ぐらいが少なくとも多摩ニュータウン区域ベ

ースで書かれていて、ところどころに３割ぐらいの既成市街地はどうす

るかというものが散らばっているような印象なんですよね。 

 だから、そこをぜひ、全体のスケジュールでももう残っている時間は

あまりないので、今日は何も言わないでおこうと思って来たんですけれ

ども、最後の機会なので、そういう整理をぜひしていただきたいなと思

いながら、各委員の皆さんのお話を聞いていました。 

 どうぞ。 

〇〇委員  今、話題にされたような既成市街地と多摩ニュータウン区域の話とい

うのは、もうずっと出ているんですよね。ずっと出ているんだけれども、

何かあまり表現されていないような気がする。さっきも言ったんですけ

れども、１‐６．土地利用のところでちゃんと言えば、この市街地はど

うやってできてきたのかということでも触れられるし、地域区分をする

ときに、だからこう区分したんですよと言えば言えるはずですよね。そ

ういうことをしっかり書いてほしいなと思っています。 

 それから、５ページ、沿革のところがちょっと気になって、鎌倉時代

から始まってしまうんですよね。でも、古代東海道はずっと前からある

と言っているんだから、もっと昔からであって、この既成市街地の由緒

あるいろいろなことをちゃんとアピールしてほしいと私は思っているん

です。できることなら、まず前文をつけてほしいと思います。前文をつ

けて、１ページの中に文字だけで書くなら、そこにそういう歴史を書き、

それで今日の都市計画マスタープランはこういう状況で、多摩ニュータ

ウン区域と既成市街地と２つに大きく分かれたまちをどうしていくかと

いう、過去の都市計画マスタープランをさらに発展させながら作りまし

たという、この沿革から始まって、その前文を書いて挨拶文にするとい

うぐらいのことがないと、何か、いきなりここから始まるのかと思って

います。 

 以上です。 

中林委員長  私としては、「はい、分かりました。受け取っておきます」としか言え
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ないので、御意見としておきます。 

 今の多摩市はニュータウン抜きには話せないので、今の多摩市がなぜ

こういう多摩市になったかというのは、鎌倉時代ではなくて、それこそ

戦後の話ですよね。昭和３０年代後半、４０年代ぐらいから今日まで、

多摩市はどのように整備され現状に至っているかということで、東京都

含めニュータウンに投じた公共事業費と、既成市街地へ投じた公共整備

費というのは圧倒的に違うんです。その違いというのが現在の市街地の

違いにもなっているということなので、今後、高齢社会の中で、将来像

にあるように、誰もが活動しやすいまち、それは既成市街地の人も活動

しやすいまちにするには、もう少しインフラがちゃんと整備されている

ということが大事なのかもしれないということではないかなとも思いま

す。 

〇〇委員  もっと古くというのは、それこそ万葉の時代、防人の話ぐらいのレベ

ルから、あるいは関所がある話から、それから明治天皇の話とか。 

中林委員長  そうですか。なるほど、どうせ書くのだったらということですね。 

〇〇委員  はい。多摩市の歴史を半ページぐらいにコンパクトに整理して、それ

で都市計画マスタープランの意義というものに触れて、格調高く、多摩

市民でよかったなとみんなが思う文章を頭に置いてほしいと思っていま

す。 

中林委員長  分かりました。両方合わせると２ページ以上になってしまいそうです

けれども。 

〇〇委員  今のに関連して。 

中林委員長  どうぞ、〇〇委員。〇〇さんも次にお願いします。 

〇〇委員  〇〇さんの発言に便乗して、都市計画マスタープランというのは、あ

る種、多摩市職員の方々が多摩市をこれから売っていく貴重な宣伝ツー

ルなんですよね。ここに書かれていることが、口で説明しなくても、こ

れを読んでもらったら、多摩市がどんなにすばらしいまちか分かってい

ただけるぐらいのつもりでまとめられてほしいなという思いが常々あり

ます。 

 という観点で今回の資料を見ますと、これは、あまり否定的な意見ば
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かり言っていると、自分で自分の首を絞めちゃうようになるかもしれな

いんですが、例えば３ページ「まちの現状」と書かれている。先ほどの

〇〇さんのご意見にあった沿革もこの中に含まれるんですが、この現状

だったらどうなのかというところをもう一つ踏み込んでほしいんですよ

ね。 

 例えば、人口が減っている市町村が多いんだけれども、多摩市は頑張

って横ばいあるいは微増だとか、その要因は何でだろうといったところ

へちょっと踏み込んでもらうとか、「水とみどり」のところも、公園・緑

地の分布図が書いてあるんですけれども、たしか僕の記憶では、面積は

東京都で一、二を争う公園・緑地率のはずですが、一言も触れられてい

ないですよね。もちろん、面積が広ければ、それだけみどりが豊かで健

康的なまちと言えるかどうかは、慎重な判断が必要になるんですけれど

も、少なくとも量的には他を圧倒するボリュームを持っている。それは

何でそこに触れるべきかというと、量はあるけれども、上手に使い切れ

ていませんよねというまちの課題につながっていくわけです。 

 そういう点で、まちの現状ということが丁寧に書かれているんですが、

この現状を押さえる意味は何なのかなんですよ。これは課題を導き出す

ための予備調査ですよね。ここからどういう課題が導き出されるのか、

その課題に対して今後２０年間でどのように取り組んでいくのかという

ことが書かれてほしいんです。何となくいわゆる一般的な都市計画マス

タープランの章・節・項があって、それに従って文字で埋めましたと、

それは言葉か乱暴で非常に申し訳ないんですが、脈絡が感じられないん

です。ああ、なるほどねという腑に落ちる次のお話へのストーリー展開

が見えてこない。その辺をもう少し意識的に整理していただければ、も

っと読みやすいというか、理解しやすい、腑に落ちる都市計画マスター

プランになるのかなという気がします。 

 ちょっと余談になりますけれども、私も同業者なので工夫するんです

が、「何々物語」とかというサブタイトルをつけたりするんです。これは

言葉遊びと言われればそれまでなんですが、多摩市がこれから２０年か

けてこういうまちになったらいいなという、ある種、夢物語がここに書
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かれているべきだと考えると、一つの物語と捉えてこの都市計画マスタ

ープランが書かれて、そういう気持ちで、取りあえず埋めるべきところ

を埋めましたよ、ではなくて、何かそういう視点が欲しいなと思いまし

た。 

中林委員長  〇〇さん、〇〇さんの順でお願いします。 

〇〇委員  ２６ページの周辺市の都市計画マスタープランの概要のところなんで

すけれども、さっき相模原市を追加するという話があって、その後レイ

アウトが変わると思うので、その際には、今真ん中に漠然と多摩市が黄

色く塗られているこの地図に対して、それぞれの、例えば稲城市だった

ら「若葉台」だったり「尾根幹線」とあると思うんですけれども、それ

を何か、今出てきているワード、「尾根幹線」とか「若葉台」をこの地図

に図示した上で、そこに例えば線を引っ張ったほうが何か分かりやすく

なるんじゃないかなと思いました。 

中林委員長  ありがとうございました。 

 では、〇〇さん、お願いします。 

〇〇委員  〇〇です。さっきいろいろ発言された〇〇さんや〇〇さんの言ってい

ることをこの都市計画マスタープランに生かすためには、やはり前文を

書くしかないのかなと私は思っていまして、多摩市は多分、日本の中で

も唯一特殊なまちなんですよね。千里ニュータウンや高蔵寺ニュータウ

ンといった他のニュータウンは、全体が新住事業で造った造形物になっ

ております。ところが、多摩市は、人工的に造った理想の住宅都市と既

存の集落が半々で共存しているまちで、そこに住む住民が何を目標にど

ういうまちづくりをするかといったところをしっかり書き分けないと、

後の言葉が生きてこないと思うんですよね。だから、人工的に理想を追

求したまちについては、復旧しかないと。新たな整備は、自然的に発生

したまちを重点的に行うということをしっかり書いて、起こり得る今後

の問題についても、集合住宅が災害によって壊滅することが多分多摩ニ

ュータウン区域においては一番懸念されることで、それ以外の災害が起

きたときに、火災や浸水の被害を大きく受けるのは既成市街地のほうな

ので、そういう観点からそれぞれの弱点を克服して、皆さんもそういう
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視点で、ここに住んでいてくださいみたいな、そういうことをしっかり

書き分けないと、何を書いてもその根拠がどこにあるのか分からなくな

ってくると思うので、そういうことが整理の一番近道かなと思って発言

しました。 

 以上です。 

中林委員長  ありがとうございます。 

 前文というか、現状と現況分析をしっかりとやった上で、課題をしっ

かり位置づけをして、それに対しては方針を書くと。基本的には、方針

の項目を２つ作るよりも、ある項目で既成市街地だとこういう方針、多

摩ニュータウン区域の場合にはこういう方針、それをもうちょっと落と

したのが５つの地域別構想で、この後ろへついてくるものということに

なるんですかね。〇〇さんがおっしゃる前文というのは、全体の全文で

はなくて、前のほうに持ってきなさいということですね。 

〇〇委員  問題は、何でそこに書かれているかが、たどっていけば分かるものが

あるということでないと腑に落ちないと思うんです。今の解釈でよろし

いと思います。 

中林委員長  では、私がイメージした、現状があり、現状分析があり、課題があり、

それに対してどういう方針でまちづくりを進めるのか、そういう流れで

読めるように整理していただくということに。 

〇〇委員  したほうがいいんじゃないかと思います。 

中林委員長  したほうがいいんじゃないかと。ありがとうございます。 

 昔の手書きでやっている頃だと、そんなことを言ったって、もう大変

だぞとなるんだけれども、今はデジタル情報なので、レイアウトを変え

るとか組み替えるというのは割と簡単にできるんですが、そういう意味

で、ちょっと目次を見て、今、〇〇さんの御意見も含めて、もしこうい

う整理ができたら今日皆さんから言われたようなお話に少し対応した構

成になるかなと私が勝手に思ったのですけれども、都市計画マスタープ

ランについてというのがあって、それで２番目、「第１章」という章立て

で振ってもらったほうがいいのかなとは思うんですが、２番目に「まち

の現状と課題」というのがあって、「まちの現状」というのがここにずっ
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と出てきて、社会的背景というのも言わば現在の社会的背景なんですけ

れども、これは日本全体の話が書いてあるので、これはぜひ、多摩ニュ

ータウンでは、東京の中では若者が多いまちなのか、かつてはもっと多

かったんだけれども、減ってきたという話なのか。さらに、既成市街地

と多摩ニュータウン区域みたいにさっきの人口構成を２つに分けてみる

と、かなり違うんだというのも分かるので、そうした多摩ニュータウン

区域の高齢社会という、これからのまちづくりの背景というのはこんな

にコントラストがあるのですということも含めて、この背景の中できち

んと現状を位置づける。 

 その上で、「まちの課題」というのがあるんですが、これは２８ページ

を開けると、いきなり４つの課題にまとめたという書き方で課題なんで

しょうけれども、最後は「こういうまちづくりが必要です」という書き

方になっているんです。 

 ４つあるんですけれども、その次のまちづくり方針になると、５つの

まちづくり方針が出てくるんです。ここまでいろいろ出して整理して頂

いたからこそ言えることなんですが、逆読みしていくと、何で５つの方

針なのかというと、実はいろいろな課題が５つの課題にグループ分けで

きるんです。次の章で出てくる５つのまちづくりの方針につながるよう

に逆算的に、まちづくりの課題となるべき現状の問題、課題というのは

何かということをちょっと整理していただく。その中で、「既成市街地で

は」というのと「多摩ニュータウン区域では」というのが同じ項目の中

で書き分けられている。 

 そういう整理にするには、先ほど〇〇委員からでしたか、この方針の

ところの頭に課題が出てくるというのは、課題がまた出てくるみたいな

んですけれども、この課題というのは実は、最初のまちの課題のところ

にはこんな細かい話は全然出てこないんですよね。ですから、この際思

い切ってやっていただけるのであれば、例えばにぎわいづくりの課題と

いうことで、現状における課題ということを示し、それでにぎわいの方

針の前文として、２０年後、多摩市はこんなにぎわいをつくり出す方向

で行きたいというのがあって、それぞれ、聖蹟桜ヶ丘駅は、多摩センタ
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ー駅は、永山駅はという形で個別の方針の位置づけを出していく。 

大きく言うと、枠組みで、現状があり、そしてその現状の持っている

問題点があり、課題があり、その課題を少し整理すると、多摩市全体で

見るのと、既成市街地と多摩ニュータウン区域では、同じにぎわいでも

こういう違いがある。都市基盤のネットワークでもこういう違いがある。

それを受けて、まちづくりの基本方針というところに５つのテーマによ

る方針というのが出てきて、そこでも前文があって、その中で多摩市は、

既成市街地では特にこういうところを、あるいは多摩ニュータウン区域

ではこういうところをという書き分けをするということを前提に整理し

ていただくといいかなと思います。 

 それから、図ですけれども、方針図は、書けないテーマもあるので、

無理して載せる必要はないなというのが１点と、このにぎわいづくりだ

け「方針図」というタイトルですが、他は実は位置づけだけでいうと現

況図ということなので、こういう現況に対してこのような課題があって、

既成市街地と多摩ニュータウン区域ではこういう課題の性質が違うんで

すという意味で、現況図も、場合によると、この２つ目の「まちの現状

と課題」というところに移して、２８ページにまとめた、まちの課題と

いうのを後ろのほうに入れている課題を前のほうで整理していただいて、

５つのテーマを出して、この５つのテーマに対して、個別に小見出しの

テーマが、方針が大方針と中方針、小方針といった形で、大方針という

のは、多摩市としての方針。中方針は、既成市街地、多摩ニュータウン

区域としての方針。小方針は、個別の課題に対しての方針。そんな整理

のイメージで方針を段階的にというか体系的に位置づけていただけると、

読む人は自分事として、既成市街地だけを読んでも読みやすいし、多摩

ニュータウン区域も読みやすいし、全部も読みやすくなるかなと思いま

した。 

 そういう整理ができると、今日皆さんからいただいた意見をかなり反

映して、読みやすく、かつ、その段階で抜けがあるかどうかというのは、

これから市民の皆さんの意見も含めて、次のステップで、その枠組みの

中でさらに足りない部分を入れていくという作業に進めればなと思うん
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です。時間的にどれぐらいのスケジュールがあるかは、この先、次の委

員会までの間に市民ワークショップ等でのご意見が出てきますので、そ

れも含めて、御検討をお話しいただこうかなと思いますけれども、事務

局から、できればそういう方向でまとめさせていただくということで、

よろしいでしょうかね。よろしいでしょうかというか、そうできるとい

いなと、願望ですけれども、思っているんですが、委員会としてはいか

がでしょうか。そういう方向で少し検討させていただくということで、

預からせてください。 

 あともう１点だけ。改めて読ませていただいて、「安心」という言葉な

んだけれども、これは「安全」よりもより多様に使えるので、どこに使

っても「安心」がつながってしまうなと思いながら見ていたんですが、

３０ページ、「都市計画マスタープランの将来像」というところの「安心

して暮らせる」というのが出てくるんですよね。２８ページのところは

「（４）誰もが安心して暮らせるまちづくり」というお話で、最後の２行

はインフラのほうの話ではないのかということになってしまったんです

が、そんなことも含めて、３０ページの下の小見出しの整理でいうと、

「誰もが安心」という見出しにされてしまうと、ちょっと暮らしと生活

環境の話になってしまうんですが、何となく、交通というのか、インフ

ラというのか、その辺が抜けてしまうなという、つまり既成市街地も多

摩ニュータウン区域も、誰もがウォーカブルで活動しやすい、かつ外に

も出やすいまちにしようと。そういう意味で言うと、私が言ったときに

気がついていなかったのかもしれませんが、タイトルを「誰もが活動で

き、安心して住み続けられるまち」と置き換えたほうが分かりやすいか

なと単純にちょっと思いました。ということだけなんですけれども、皆

さん、今の私の話を聞いて、このままでもいいんじゃないかということ

がありましたら。 

〇〇委員  「活動しやすく」の方が良いですね。 

中林委員長  「誰もが活動しやすく」。 

〇〇委員  そうすると、モビリティというのが結構入ってくるんです。 

中林委員長  そうか。「活動できる」ではなくて、もうちょっと丁寧に、「しやすく」。



 34 

「誰もが活動しやすく、安心して住み続けられるまち」。なるほど。 

 「活動」というのも広い言葉で、移動だけではなくて、いろいろな社

会参加とか、仕事も含めて、いろいろな活動を、要するに閉じ籠もりで

はなくて、まちへ出て、みんな動きましょう、活動しましょうというこ

とを含めての、中身については総合計画なんだけれども、そういう都市

の空間の場をつくるというのが我々の仕事ということだと思うんですが。 

だから、将来像は、「多様なにぎわいとみどりを育み 誰もが活動しや

すく、安心して住み続けられる都市
ま ち

 多摩」と直したほうが、何となく語

呂と、違和感なく割とすんなり受け取ってもらえるかなと思います。下

のほうの整理も、「誰もが活動しやすい」ということと「安心して住み続

けられる」ということに分けて、文章を整理し直していただくというこ

とになると思いますけれども、ここは最初の根幹なので、市民説明会等

であまりここについては議論が出なくて、むしろここはするっと受け取

っていただいて、その先で議論ができるようになっているといいかなと

ちょっと思って、発言しました。 

〇〇委員  ちょっと小さいことを言うと、４６ページ、歩行者ネットワークの方

針から来ている歩行者道路とか、言葉の使い方がいろいろ気になってお

りまして、今、多摩ニュータウンの歩行者道路は、法律的に言うと、自

転車歩行者専用道路なんです。ただ、さっきも皆さんがしゃべると、ど

っちかというと歩行者を先にしたり、だけれども法律はそうなっていな

いという、これは、ちょっと経緯だけ話しておいて、どんな使い方をし

たらいいかという御相談です。 

 もともと日本の道路法の中には、最初に一般道路ができて、それから

自転車専用道路ができたんです。その後に歩行者専用道路ができたので、

順番としては、一般道路の次に自転車専用道路が来て、最後に歩行者専

用道路。それから、もう一つは、多摩ニュータウンの新住事業で何と呼

んでいたかというと、これは「歩行者専用道路」と呼んでいました。 

 こういう道路を「歩行者専用道路」と呼ぶか「緑道」と呼ぶかという

のは、この都市開発の世界では大きく２派ありまして、泉北ニュータウ

ンは「緑道」です。「緑道」ということは、緑地です。ところが、日本の
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国交省の中には道路派とみどり屋さん派がいるので、道路派の人たちが

強いところでは、道路が歩行者専用道路を造ったということにしたいの

で、歩行者専用道路ということをアピールしました。私がいたところは

そういう道路派の人たちが多いので、「歩行者専用道路」と言ってアピー

ルする。だけれども、この言葉は固くて、役所の中の人たちと話してい

るのはいいんだけれども、我々ですら面倒くさいから「歩専」と言って

みたり、「ペデ」と言ってみたり、「歩専道」と言ってみたり、置き換え

てしまうんですよ。誰も「歩行者専用道路」と言わずに、我々がパンフ

レットを作るときは「遊歩道」を使うことにしていたんです。あるいは、

時々、うそでもいいから「緑道」でもいいやと思って、多摩センターの

パルテノン大通りは「大緑道」といって、本当は違うでしょう、補助金

はちゃんと道路のお金でもらっているんだけれども、でもそういうこと

をしているので、何となく「遊歩道ネットワーク」とか「遊歩道」とか

という言葉のほうがイメージが近くて。 

 それで、これを多摩センターでやったときに、警察が看板をつけたい

という。それまで多摩ニュータウンの歩行者専用道路に交通規制の看板

はなかったんですよ。ところが、バイクが走るとか、いろいろなことが

あって、警察が標識をつけたいと言ったので、そのときに、「自転車は通

ってはいかん」とか「自転車を取り締まるのか」と言われたので、「それ

は自転車も通れるようにしてください」と言ったら、「自転車歩行者専用

道路」という看板をつけられたんです。それ以来、多摩市の管理の状態

でいくと、その名前とか道路法の名前がいってしまうので、もう役所の

中では「自転車歩行者専用道路」とやって通してしまうんだけれども、

でも、実態の意味とか、何か違うんじゃないのということがあるので、

この際どう使ったらいいでしょうかねということです。 

〇〇委員  今の関連で、さらに付け加えると、自転車が歩道を通ってはいけない

という法律ができて、しかし、高齢者はいいですよというのと、それか

ら子供を乗せたお母さんはいいですよというややこしい法律ができてし

まった。そうすると、自転車歩行者道、いわゆる自歩道というのを僕は

やめるべきだと思っているんです。あの考え方があると大混乱のもとで
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すので、多摩ニュータウンを含む、これから先に使うのはどうしたらい

いかということを新しく考えないといけない。というのは、キックボー

ドでナンバーをつけていると車道を通らないといけないですが、ナンバ

ーなく時速６キロメートル以下だったら歩道を通れてしまうわけです。

それは７月から可能になったので、そういう意味で今、大混乱の中に私

たちはいるものですから、これはちょっと多摩市だけで整理し切れない

かもしれないけれども、新しい方向と合わせた使い方をしたほうがよろ

しいでしょうということです。 

中林委員長  随分盛り上がるというか、もめてしまいましたが、おっしゃるとおり、

電動キックボードなるものが出てきて、あれがまた一つややこしいこと

にしているので、できれば市民の皆さんにも、多摩市のまちづくりとし

て、車道がない、人中心の道路ということで、「緑道」というのを一般化

して、その用語にももちろん書くんですが、最初に出るところに注釈と

して、「歩行者専用道路」とか「歩行者自転車専用道路」とか、法律用語

はいろいろありますが、いずれも歩行者、人間を最優先して、車は通さ

ないという道路ですという定義で、「緑道」にしませんか。「歩専」と言

われたって誰も分からないので、まずそのようにちょっと整理してみま

せんかね。事務局とまた相談しますが、今のお話を聞いていると、そう

でもしないと収まりがつかないなと。 

 〇〇委員、どうぞ。 

〇〇委員  すみません、〇〇です。内容的なことではなくて、ちょっと事務局の

ほうにお聞きしたいんですけれども、この特別委員会の初回のほうに意

見として、現行の都市計画マスタープランとかを見ていても思うんです

けれども、写真とか図とかダイヤグラムとかでの説明というのがかなり

弱くて、見る人が分かりにくいような都市計画マスタープランになって

いるのかなというのをちょっと心配していまして、今回は骨子案だと思

うんですけれども、今後そういった図とか写真での表記というのはされ

ていくのかなというところをちょっとお聞かせ願いたいなと思います。 

中林委員長  どうぞ。 

都市計画課長  御意見ありがとうございます。やはり、文字ばかりだとなかなか内容
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が入ってこないというところもあろうかと思いますので、できるだけ図

とか写真なども交えながら、市民の方も手に取りやすい工夫などもして

まいりたいと考えてございます。ありがとうございます。 

〇〇委員  例えば２６ページの周辺市の都市計画マスタープランの概要のところ

で言うと、町田市都市づくりのマスタープランというのがかなり分かり

やすくまとめられていたので、ああいう、ちょっと完成度はかなり高い

ので、あのレベルに行けるかというのはここからあるんですけれども、

なるべくああいった表現を心がけられたほうがいいのかなと思います。 

 以上です。 

中林委員長  ありがとうございます。そうですね。確かに、いい絵といい写真はす

ごくアピールするんだけれども、注意しないと逆効果も出てしまうので、

そういう意味では、本当にいい写真、いい映像、いい絵、そういうもの

をちりばめて、飽きないで読んでもらえる、そのようなものを目指した

いと思います。 

〇〇委員  すみません、市民の〇〇です。今のお話と関連してということなんで

すが、僕自身は実質この１年ぐらいしかまだこの委員会に関わっていな

くて、いろいろ専門的なことを一生懸命追いかけながらという状況で、

まだ個別の細かい内容についてはなかなか意見も出しにくいんですけれ

ども、もうちょっと基本的なこの都市計画マスタープランの位置づけと

か、方向性とか、誰に向けてつくるのかというところが、行政の方ある

いは学識でいらっしゃっている方々は、ずっと関わってこられているの

で、もう既に常識としてしみついていると思うんですけれども、一般市

民からして、そもそも「都市計画マスタープラン」というワーディング

というんですか、その言葉選びがそもそも、これは最初のほうに説明が

あって読むと、都市計画に関する基本的な方針となっています。一般の

人がそのマスタープランと基本的な方針とはちょっと結びつきづらいと

思うんです。マスタープランというと、都市計画よりももっと大きい計

画なのか、あるいはその都市計画の中で一番大事な計画なのかみたいな、

プランといえば、まず普通は計画とイメージしてしまうので、今回の改

定に関しては、今から「マスタープラン」という言葉を変えようという
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ことはもちろん僕も言う気はないんですけれども、その辺の言葉遣いが

そもそもどうなんでしょうというのがちょっと気になります。 

 これは、今日何度も議論に上がっている２６ページの近隣市の都市計

画マスタープランのところも似たようなものを挙げていて、多くは「マ

スタープラン」なんですけれども、例えば八王子市などは「都市づくり

ビジョン」となっています。何かそういう違う言い方も、考え方として

は、「ビジョン」のほうがもしかすると構想とか将来的な姿みたいなイメ

ージにつながるのかなと思いますし、あるいは方針というのを普通は英

語では「ポリシー」ですよね。「ポリシー」も比較的外来語として定着し

ていると思いますし、そもそも、外来語、「プラン」とか「ビジョン」と

かに置き換える必要があるのかということ、「基本的な方針」でなぜいけ

ないんだろうという素朴な疑問もあります。 

 つくったものを立派な冊子にして、誰に読んでもらいたいのか、多摩

市民に広く読んでもらいたいのか、あるいは対外的な専門家にアピール

していきたいのかという、どこに向けて出すかということにも関わって

くるんですけれども、こういう委員会で議論するときに、完成形をどう

いうところに向けて出すのかということで、例えば今日の議論の中にも

出てきましたけれども、沿革とか、まちの魅力という部分の記述を誰向

けに書くのかということで随分内容が変わってくるし、もし本当に広く

市民にアピールしようとするのであれば、さっき出ていたように、その

魅力のところで積極的に、写真とかイラストとかを活用して、もっとそ

の魅力をより広い層に伝えやすくするみたいな発想も出てくると思いま

す。その辺になると、恐らく、今いらっしゃる学識の方以外にも、デザ

インとか編集とか、そういった知見のある人も将来的にはここに加わっ

て助けていただくみたいなことも検討したほうがいいのかなと思います。 

 以上です。 

中林委員長  ありがとうございます。１ページのところの「２．都市計画マスター

プランの目的・役割・位置付け」というところに、「都市計画法第１８条

の２に位置付けられた」と、法律では、「市町村が定める都市計画に関す

る基本的な方針」というのが定められたんです。それは実は昔はなくて、



 39 

都市計画法にはもう都市計画を行政の業務として、こうすべき、ああす

べきということが書かれていたんですが、その一つ一つの個別プロジェ

クトとか個別案件を都度決めるのではなくて、その都市計画の決定が全

体としてどんなまちづくりをしたいという目標を示した上で、個別のプ

ロジェクトなり、その事業に対して都市計画審議会で決定しなさいと、

至極真っ当なことを昭和の終わり頃にようやくつけてくれたんです。そ

のときから逆に、今おっしゃったのと真逆で、都市計画の基本的な方針

とは何なのかというのが全国で出て、それで、都市計画マスタープラン

となりました。 

 おっしゃるように、マスタープランというのはもともと、コンプリヘ

ンシブプランとか、ジェネラルプランと呼ばれ、総合計画という意味合

いが強かったんですけれども、その当時、例えば環境法とか、あるいは

交通基本計画とか、そういうものも全部個別に、交通マスタープランと

か、それから住宅基本計画の住宅マスタープランとかということで、住

宅政策を打つための基本的なポリシーをまとめたプランです、環境のポ

リシーの全体像をまとめたプランですという意味で、マスタープランと

いうのを使ってきた。都市計画でも、そういう意味で、ほとんどの自治

体が「マスタープラン」という言葉で、「都市計画マスタープラン」と、

短くいうと「都市マス」なんですよね。 

 ということで、この１ページの２章の下から３行目の「都市計画マス

タープランは」というところで、役割ですけれども、今言いました一つ

は、都市計画審議会が都市計画決定をする場合に、その案件というのは、

本市の都市計画マスタープラン、つまりビジョンの中にきちんと位置づ

けられ、その方向にかなうものとして内容が整っているかという確認を

するというのが一つの役割と、そういうまちづくりというか、都市づく

りは、行政のためではなくて、市民のためにやるのだから、市民がどう

いう目標でまちづくり、都市づくりをしようとしているのかを十分理解

していただく必要があるという意味で、最後にある「市民が主体のまち

づくりを進める際の方針」、つまり市民に知ってもらいたいと。だから、

強いて言うと、こういう本をまとめるときには、行政ベースではなくて、
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市民に分かっていただけるように、この都市計画マスタープランをまと

めていく。ほかの住宅マスタープランとか環境マスタープランとかも同

じように、市民に理解してもらうということを前提につくってきました。 

 ですから、今、〇〇委員とか〇〇委員からお話があったように、分か

りやすくするために、分かりやすいデッサンであったり、あるいは挿絵

であったり、あるいは写真であったり、その写真も、現況の課題の写真

と、目標とすべき、こんなまちにしたいねとか、こんな道を造りたいね

というのは、多摩市にないすばらしい写真でもいいわけですよね。本当

にこんなまちがいい、こんな道路を造りたい、こんな緑道を造りたいと

いうのであれば、そういう意味で、ちょっと版権とか課題があるので勝

手に使うわけにはいかない難しさがあるから、写真を使うのは版権の問

題で実は簡単ではないんだけれども、なるべくいい写真で、こんなまち

を目指すのねということを理解してもらうようにする。それは、なるべ

く多くの市民に同じまちづくりの目標を共有していただくための工夫と

して必要だという御意見だと承っておりますので、よろしくお願いしま

す。 

 どうぞ。 

〇〇委員  〇〇でございます。今、〇〇委員がおっしゃっていただいた、町田市

都市づくりのマスタープランというのがとても、若々しいというか、エ

ネルギーがあるというか、ちょっと楽しいような感じに書かれておりま

して、多摩市もとてもすてきな都市ですので、何かそういう、はっとす

るような、すごく新しい言葉で書かれているわけではないですけれども、

これは本気でやるんだなとか、変わっていくんだなと感じられるような

言葉選びができたら、内容は全然悪くないんですけれども、そういう言

葉でリードできればいいなというので、八王子市も少し頑張っている感

じがしたんですけれども、町田市の言葉などはすごく新しい感じがしま

した。そういう意味では、多摩市はとても品がよくて、すごくいい意味

で穏やかな言葉なんですけれども、少しそういうものもあると、一層今

のビジュアルを含め、リードできるのかなという気がいたしました。 

 それから、〇〇委員が言われた歴史のところでは、せっかくの記念館
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がもっと観光を呼べるように、明治天皇のこととかにちょっと触れて、

できるだけもっとインパクトのある観光地にできればという気もしてお

ります。 

 あとは、図の中では、ちょっと分かりにくい色遣いでしたり、それか

らグラフではないですけれども、どれだけ人が流動しているかという中

の数字とベクトルの長さの関連性などは、そこの地域との距離感を表し

ているのかもしれないんですけれども、ボリュームを表すという意味で

は、ベクトルの長さを少しボリュームと絡めても一般の人には分かりや

すいのではないかなということを考えましたり、できるだけ一般の方が

見ただけで分かるようなものになれば、一層多摩市に愛を感じたり、期

待していただけるのではないかなと思っております。 

 以上です。 

中林委員長  ありがとうございます。 

 どうぞ、〇〇委員。 

〇〇委員  一つお願いといいますか、ちょっとお聞きしたいことがありまして、

前の都市計画マスタープランには、多摩ニュータウン区域と多摩ニュー

タウン以外の区域というのが明確に書かれた絵があったんですけれども、

今回の案にはその線が明確になっているようなものがなかったので、そ

れを分かるようにしていただきたいなと思っています。 

 特に個人的に気になっているのは、諏訪１丁目とか聖ヶ丘のほうにあ

るニュータウンができる前から、民間が宅地造成した団地があったと思

うんですけれども、そこがニュータウンと捉えられているのかどうかと

いうのがちょっと気になっていて、中林先生が事前復興というお話をさ

っきされたんですけれども、この昔からある住宅団地というのは結構事

前復興の対象にもなり得るのではないかなと思っています。道路も結構

狭かったりするので、その点をちょっと確認したいなと思いました。 

 以上です。 

中林委員長  区域の問題というのは今の都市計画マスタープランの何ページですか。 

〇〇委員  現行のものでいうと、４８ページに出ていたんです。新しいものでい

うと、多分、新住法がかかかっているとか、かかっていないとかという
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絵が近いものになるので、１６ページ、面的整備事業が行われたところ

ですということになっているんですけれども、ここを多摩ニュータウン

区域と呼んでいるのかどうかというところはちょっと明確にしておいた

ほうが、もう四、五十年たって、新しい市民の方にはどこが多摩ニュー

タウン区域かというのが分からない人が多いと思うので、分かりやすく

していただければなと思いました。 

 以上です。 

中林委員長  分かりました。新しいもの、今日の原案の１６ページのほうだと、番

号を振ってありますから、これで示せますかね。新住と、それに取り込

まれている区画整理ですかね、多摩ニュータウン区域と俗に言うのは。

⑦の区画整理もニュータウン区域内。 

〇〇委員  厳密に言うと、今、〇〇さんが言われたようなところは、色が塗って

しまっているんですよね、新住事業として。だから間違っているんです。 

中林委員長  新住区域が、現状の都市計画マスタープランの４８ページと比べると、

ちょっと黄色い塗り方がずれているということですね。 

〇〇委員  はい。そういうのは、実は、物すごく細かいことを言うと、そこだけ

ではなくて、ちょっとあちこちに穴が空いていたりするので、あまり細

かいことを言うと合わないので、地域別の議論になったときに、そこは

ニュータウンの開発事業で行われなかったと言って、何か手当てが必要

だと書いてくれれば良いと思います。 

中林委員長  結果的には都市計画決定の線で出せればいいわけですね。 

〇〇委員  都市計画決定の線も、最初の頃と終わるときに区域を変えてしまって

いるので今はすごく分かりにくくなっている。 

〇〇委員  でも、それはこうだと言い切れば、それで終わる話なんです。 

中林委員長  東京都が作っている２万５,０００分の１だか１万分の１だかの巨大

な基盤整備の開発図というのがありますよね、他市でも。あれを見ると、

かなり克明に分かる。 

〇〇委員  やるべきだったんだけれども、手が出せなかったということだから穴

空きの話はもう仕方ないんです。 

中林委員長  ということで、もう一度確認していただいて、制度が制度ですから、
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誤差の範囲は誤差です。 

〇〇委員  都市計画決定の線は見通し線で決めている場合があるから、現れ方と

して、いろいろな違いがあるということです。 

中林委員長  分かりました。ただ、この１６ページのほうにも、「多摩ニュータウン

地区は」といっぱい説明が書いてあるだけで、どの範囲というのはこれ

には書いていないんだよね。 

そういう意味では、どの範囲というのが分かるようにしておいていた

だいたほうがいいかなと思いました、改めて。ありがとうございます。 

 そろそろ時間というよりも、予定の２時間を超えてしまっているんで

すが、よろしいでしょうか。取りあえず、ちょっとこの先にもう一つ議

題がありますので、そちらに移らせていただきたいんですが、よろしい

でしょうか。 

 １点だけ。 

〇〇委員  手短に。今日は議論になっていませんし、次回以降の話になると思う

んですが、「拠点別・地域別生活まちづくりの方針」というタイトリング

でちょっと違和感があるのは、これは、拠点別のまちづくりの方針も今

回新たに設けたらという話を１回目のときに提案させていただいた張本

人なんですが、並列ではないのかなと思っているんです。まちづくりの

分野別の方針の後に、多摩市の顔としての拠点のまちづくりの方針とい

うものを、地域別まちづくりの方針と並列ではなくて、まず述べるよう

なまとめ方のほうがいいので、拠点地区のまちづくりの方針というのが

あって、その次の章に地域別、何で「生活」があるのかちょっと分から

ないんですが、地域別生活まちづくりの方針と。 

 何が言いたいかというと、多摩市の顔としての聖蹟桜ヶ丘、多摩セン

ター、永山、唐木田も入れてもいいような気もしますが、そこを重点的

にこれからどうしていくのかということに対するコメントは、それはそ

れできちんと書かれるべきだなと思っているので、次回以降の作業でそ

の辺を少し配慮していただければと考えました。 

 以上です。御検討いただければと思います。 

中林委員長  「生活」というのがなぜ入ったかというのは、「拠点別」を入れた反動
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で「生活」が入ったような気もしているんですけれども、ただ、おっし

ゃったように、ここでいうと、最初の将来都市構造のところで３つの拠

点というものを出したので、その３つを頭出しする形で入れました。そ

の後の拠点の機能と、それ以外に、市民の生活に関わる機能のまちづく

りということで、近隣センターだとか、そんなことも含めて、生活環境

中心のまちづくりの方針という意味合いがこの「地域別生活まちづくり

方針」という言葉の中には含まれているんだろうなと思います。その中

で、唐木田を入れて議論するのか、唐木田は拠点でやるかというのは、

ちょっと議論が要るところかもしれませんし、何をどこまで書くのかと

いうことにも関わる課題ではあるのかなと思います。 

 取りあえずここでは３つの拠点と言ってきた３つの拠点を出している

ということです。結局、地域別で見ると、地域別の聖蹟桜ヶ丘駅周辺が

含まれる地区には拠点のまちづくりと普通の生活のまちづくりがありま

すという構造になるので、その拠点だけを３つ集めるか、地域別で、そ

こにこの３拠点のあるところは、拠点があって地域があるというまちづ

くりの並べ方にするか、どっちがいいかも、今後どういう内容になるか

を踏まえて、今後の課題として検討させていただければなと思いますか、

よろしいでしょうか。 

〇〇委員  今回初めて唐木田の扱いについて出たので、ちょっと気になって再開

発の方針の中にはっきりと載っかっているんです。再開発の方針に載っ

かっているものに都市計画マスタープランで全然触れないというのは変

じゃないかという感じがちょっとします。資料がなくて私がコピーして

きたんだけれども、多摩市の再開発の方針でこう出ていて、多分これは、

誘導地区というんですか、何と言うんですか。 

中林委員長  誘導地区に唐木田が入っているということですね。 

〇〇委員  これでいくと、東京都の再開発の方針に載って、多摩市ではここが拠

点ですと言っているんだから、これを拠点に位置づけないと、都市計画

マスタープランがこれを踏まえていないということにされるのではない

かということです。 

中林委員長  東京都の３方針ということですね。 
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〇〇委員  はい。都市計画区域マスタープランの次にあって、拠点だけに触れた

方針ですね。 

中林委員長  分かりました。現状ベースとその法的な位置づけとで、どっちを優先

するかだけれども、法的位置づけとしては、同じ同格で位置づけられて

いるということだとすると、ちょっと全体に関わる話にもなるんですが、

最終的に市のほうにお願いするしかないのですが、法的にはそういう位

置づけになっているということで、私もちょっと十分に認識が足りなか

ったのですけれども、行政的にも検討していただけますか。 

 ほかはよろしいでしょうか。 

 では、とりあえず残った議題に進ませていただきたいと思います。あ

りがとうございます。 

 それでは、日程３、その他ということで、事務局より説明をお願いい

たします。 

都市計画課長  それでは、日程第２の意見交換、御議論、皆様どうもありがとうござ

いました。かなり多くの意見をいただきまして、今後、１１月中にこの

改定骨子案を公表するという中で、どこまで対応できるかというところ

は事務局のほうでも検討しながら整理させていただきたいと思います。

なかなか全てに対応するのは難しいかなと思いますが、今日お話を聞い

た中で感じるところもございますので、地域別生活まちづくりの方針と

かを入れた後の全体で整理させていただくようなものもあろうかと思い

ますので、その点は御承知おきいただけたらと思います。 

 資料２につきましては、御説明はできませんでしたけれども、改定骨

子案の概要版ということで、資料１をまとめて整理したものということ

で、内容は連携したものということで、本日は御説明を割愛させていた

だきました。申し訳ございませんが、その点御了承いただけたらと思い

ます。 

 では、日程第３に入らせていただき、その他について、御説明させて

いただきたいと思います。 

 資料のほうは、参考資料２を開けていただけたらと思います。こちら

については、紙１枚のものになります。中間報告説明会と地域別市民ワ
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ークショップの参加者募集案内についてでございます。 

 本日御審議いただきました改定骨子案につきましては、こちらにお示

しさせていただきましたとおり、今後、１１月１４日、１１月１８日で

中間報告説明会を２回実施させていただき、その後、年明けの１月２０

日、１月２７日、２月３日に地域別市民ワークショップを実施する予定

でございます。 

 なお、こちらの案内につきましては、１１月５日号のたま広報で周知

するとともに、市民４,０００人の方に無作為抽出で御案内を送る予定で

ございます。また、市内自治会、町会、管理組合を通じて御案内もする

予定になっております。 

 こちらの資料の説明については以上でございます。 

 また、次回の特別委員会は、少し間を置くことになりますけれども、

年明け２月下旬を予定しております。状況に応じてはワークショップ開

催前に開催させていただいたほうがよろしいかなと事務局のほうで少し

検討しているところがございまして、次回の日程につきましては、事務

局調整後、追って御連絡させていただきたいと思いますので、御了承い

ただけたらと思います。 

 事務局からは以上です。 

中林委員長  ありがとうございます。 

 資料２は、概要版です。 

 それから、参考資料２のほうに実際に募集等を始めるのは１１月です

けれども、年明けの１月２０日から市民ワークショップが始まる。これ

に間に合うような形で都市計画マスタープランの骨子案と、それから、

地域別生活まちづくりの方針のワークショップはそれぞれの地域に分か

れてやっていただくということになりますので、もし全体方針の組替え

等の構成取替えがあれば、今年中におおよそすぐ変更する枠組みが決ま

って、多分、庁内で一応こういうことで変更したいと、中身が変わるの

ではなくて、構成が変わるということになるんだと思うんですが、了解

いただければ、ワークショップを始める前に、こういうのでやりますと

いうのを確認していただくこの特別委員会を１月２０日以前に、年明け
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で１月早々にやることになるかもしれませんということだと思います。 

 日程調整その他、今年中にさせていただけるようにお願いしますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、以上になりました。今回は最終回ではなくて、市民説明会

に向けてと思いつつ、何となく気になっていたことを委員の皆さんも私

もちょっと吐き出させていただいて、事務局に御迷惑をおかけしたこと

になるのかもしれませんが、よりよいものをつくるために、最後の一踏

ん張り、二踏ん張りをお願いしたいと思います。 

 ということで、長時間になりましたけれども、これをもちまして第７

回多摩市都市計画に関する基本的な方針改定特別委員会を閉会したいと

思います。熱心に御議論いただきまして、ありがとうございました。時

間が遅くなって、申し訳ありませんでした。 

 

── 閉会 ── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


